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４．関連する法令・表示について(注4) 

電気用品安全法の対象となる品目について、法令に定められた技術基準適合などの義務を届

出事業者が果たした証として、PSEマーク等を商品に表示することができます。この PSEマー

ク及び定められた表示がされている電気用品でなければ、販売、又は販売のための陳列を行う

ことが禁止されています。なお、インターネット通販サイトなどで「PSE認証済み」などと謳

い販売されている商品がみられますが、PSEマークは、事業者が電気用品安全法に定められた

義務を履行していることを自ら証明するもので、「国から取得」したり、「PSE認証取得」する

ようなものではありません。 

（１）充電器 

一般的にスマートフォンなどの充電に使用される、商用の交流100Vを入力し直流を出力す

る充電器は、電気用品安全法に定められた「特定電気用品」の「直流電源装置」に該当しま

す。製造・輸入事業者は、事業の届出、技術基準適合義務等、特定電気用品の適合検査の義

務を果たした上でPSEマーク等の表示が可能となります(図2参照)。 

 

 

図 2．PSEマークの例(直流電源装置) 

 

（２）リチウムイオン電池及びモバイルバッテリー 

リチウムイオン電池及びモバイルバッテリーは、電気用品安全法に定められた「特定電気

用品以外の電気用品」の「リチウムイオン蓄電池」に該当します。内蔵する単電池1個当た

りの体積エネルギー密度が、400Wh/L以上のものが対象となり、製造・輸入事業者は、事業

の届出、技術基準適合義務等の義務を果たした上でPSEマーク等の表示が可能となります(図

3参照)。 

 

 

図 3．PSEマークの例(リチウムイオン電池及びモバイルバッテリー) 

 
(注 4)「電気用品安全法 法令業務実施手引書(Ver 4.1)～製造・輸入事業者向け～」 

(2021年 1 月 1 日 経済産業省 製品安全課)をもとに、国民生活センターでまとめたものです。 

①特定電気用品に表示が義務付けられるマーク 

②適合性検査を行った登録検査機関名又はその届け出

した登録商標、承認された略称 

③届出事業者名又はその届け出した登録商標、承認さ

れた略称 

注：①②③については、原則近接して表示 

 

④定格等(技術基準において規定されています。) 

①特定電気用品以外の電気用品に表示が義務付けられ

るマーク 

②届出事業者名又はその届け出した登録商標、承認さ

れた略称 

注：①②については、原則近接して表示 

 

③定格電圧及び定格容量 


